（例）舞鶴市認定地域クラブ活動まいかつ「◯◯◯（活動名）」活動規約

第１条【名称】
　本活動は、「◯◯◯（例：まいかつ◯◯◯）」と称する。

第２条【目的】
（例）　本クラブは、スポーツ・文化芸術活動を通じて、技術の向上のみならず、会員の自主性・協調性・責任感を育むことを目的とする。勝利や成果のみを追求するのではなく、生涯にわたり活動を楽しむ土台をつくり、地域全体で子どもたちを育む場とすることを基本理念とする。　※要件１に記載のある内容を盛り込むことが望ましい。

第３条【活動拠点】
　本クラブの主な活動拠点は、「舞鶴市立◯◯中学校（体育館・グラウンド等）」とする。
　※複数ある場合は、列記するか、等とする。

第４条【会員・入会資格】
　本クラブの会員は、原則として舞鶴市内に住む生徒、および本クラブの目的に賛同する指導者・保護者等とする。※多世代で活動する場合は、その旨を記載する。
２　入会に際して、技術力や競技力による選抜は行わない。※要件１
３　入会を希望する者は、舞鶴市が指定する申込フォームより入会届を提出するものとする。

第５条【役員・指導体制】
　本クラブに次の役員を置く。
(1) 代表者：1名（クラブを統括する責任者）
(2) 指導者：若干名（技術指導および安全管理を担当）
(3) 会計・連絡担当：若干名（金銭管理および連絡調整を担当） ※運営団体に任せない部分を担当
２　事故や不適切行為を防止するため、活動時は原則として複数の指導者またはスタッフが携わる体制をとる。
３　指導者は、体罰、暴言、ハラスメント行為を絶対に行わないことを誓約し、定期的に研修を受けるものとする。

第６条【活動日時・活動時間】
　活動日及び活動時間は、原則として以下の通りとする。
　毎週◯曜日　午◯　xx:xx　〜　午◯　xx:xx
　※週２日以上の休養日を設けることが「まいかつ」認定要件です。
　※活動時間について認定要件として「１日当たり平日２時間程度、休日は３時間程度、
　週当たり11時間以内」としていますので、それを踏まえて定めてください。
２　◯月◯日から◯月◯日及び◯月◯日から◯月◯日までは活動休止期間とし、家庭時間を確保する。
３　年間の大会参加予定や、毎月の活動日程については、参加者へあらかじめ公表する。


第７条【活動内容】 本クラブは、第２条の目的を達成するため、次の活動を行う。 
(1) 競技・種目の練習および指導 
(2) 大会、コンクール、練習試合等への参加 
(3) レクリエーションおよび地域交流活動 
(4) その他、目的達成に必要な活動

第８条【会費・会計】 
　会費は、年間費◯◯◯円、月額◯◯◯円とし、それぞれクラブが指定する日に納入する。
 　※運営団体に任せた場合、日にちは固定されると想定。
２　会費は、指導者への謝金、消耗品費、施設使用料、◯◯◯など、活動に必要な経費に充てる。 
３　遠征費やユニフォーム代等、特別な経費が必要な場合は、事前に保護者に説明の上、実費を別途徴収することができる。 
４　本クラブの会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月31日に終わる。会計報告は年１回以上、会員および保護者に行う。

第９条【安全管理・保険加入】 
　指導者及び参加者は、活動中の事故や怪我に備え、全員が「スポーツ安全保険」加入する。保険料は年会費を充当する。　※認定要件5に指導者及び参加生徒全員保険加入
２　指導者は、舞鶴市が定める「舞鶴市認定地域クラブ活動安全管理マニュアル」を遵守し、活動の安全確保に努める。

第10条【学校との連携】 
　生徒の健全な育成のため、必要に応じて在籍する学校と活動状況や生活面の課題について情報共有を行う場合がある。会員および保護者はこれに同意した上で活動に参加する。 
２　学校施設を利用する場合は、学校ごとのルールを遵守し、施設管理者と適切な連絡調整を行う。

第11条【個人情報の取扱い】 
　本クラブが取得した会員の個人情報は、クラブ活動の運営、連絡、安全管理の目的以外には使用しない。また、適切に管理し、第三者への提供は行わない。

第12条【規約の改廃】 本規約の改廃は、会員の議決を経て行う。

附則 本規約は、令和８年◯月◯日より施行する。
